
 

 - 1 - 

 

平成平成平成平成２２２２７７７７年度「電気通信事業の公正な競争を確保するために講ずる具体的な措置」等に年度「電気通信事業の公正な競争を確保するために講ずる具体的な措置」等に年度「電気通信事業の公正な競争を確保するために講ずる具体的な措置」等に年度「電気通信事業の公正な競争を確保するために講ずる具体的な措置」等に

関する、以下の業務における実施状況等の内容関する、以下の業務における実施状況等の内容関する、以下の業務における実施状況等の内容関する、以下の業務における実施状況等の内容    

    

○ 西企画第１４６号（平成１４年１１月２２日）により申請した「地域ＩＰ網の県

間接続によるフレッツサービスの広域化」に係る業務 

○ 西企画第８６号（平成１５年８月８日）により申請した「法人向けＩＰ電話サー

ビスの県間伝送等料金設定」に係る業務 

○ 西企画第８７号（平成１５年８月８日）により申請した「固定電話発－０５０Ｉ

Ｐ電話着の県間伝送料金設定」に係る業務 

○ 西企画第１９６号（平成１６年１月２８日）により申請した「固定電話発－携帯

電話着の県間伝送料金設定」に係る業務 

○ 西企画第１７号（平成１６年４月２８日）により申請した「集合住宅向けＩＰ電

話サービスの県間伝送等料金設定」に係る業務 

○ 西企画第１７３号（平成１６年１１月９日）により申請した「戸建て住宅向けＩ

Ｐ電話サービスの県間伝送等料金設定」に係る業務 

○ 西企画第６２号（平成１８年６月２９日）により申請した「兵庫県による情報通

信基盤構築に係る行政区域－異行政区域間におけるイーサネットインターフェー

ス形式の回線サービスの提供」に係る業務 

○ 西企画第８９号（平成１８年９月１日）により申請した「地域ＩＰ網経由のエン

ドユーザ間ＩＰｖ６通信に係る料金設定」に係る業務 

○ 西企画第８９号（平成１９年１０月２５日）により申請した「次世代ネットワー

クを利用したフレッツサービスの県間役務提供・料金設定」に係る業務 

○ 西企画第９０号（平成１９年１０月２５日）により申請した「次世代ネットワー

クを利用したＩＰ電話サービスの県間役務提供・料金設定」に係る業務 

○ 西企画第９１号（平成１９年１０月２５日）により申請した「イーサネットサー

ビスの県間役務提供・料金設定」に係る業務 

○ 西企営第９２号（平成２２年９月１３日）により申請した「行政区域－異行政区

域間における映像通信網サービスの提供」に係る業務 

○ 西企営第２５号（平成２３年５月２６日）により申請した「次世代ネットワーク

を利用したエンド－エンド通信の県間役務の提供」に係る業務 

○ 西企営第１５号（平成２４年５月２１日）により届出した「インターネット接続

回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービスの提供」に係る業務 

○ 西企営第１５０号（平成２６年１月１５日）により届出した「インターネット接

続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービス及びメール等送受信

サービスの提供」に係る業務 

○ 西企営第１８１号（平成２６年３月１７日）により届出した「インターネット接

続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービス及びユーザデータの

複製・保管サービスの提供」に係る業務 

○ 西企営第４６号（平成２６年６月３０日）により届出した「当社のサーバ設備を

利用した回線監視サービスの役務提供」に係る業務 
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○ 西企営第７１号（平成２６年９月１日）により届出した「固定電話発携帯電話着

およびＰＨＳ着の県間伝送料金設定」に係る業務 

○ 西企営第１１８号（平成２６年１２月２６日）により届出した「多数の一般ユー

ザ向けにＩＰ通信網サービス等を提供する電気通信事業者に対して卸電気通信役

務を提供するために、県間の役務提供及び他事業者の提供する電気通信役務に係

るものも含めた料金設定」に係る業務 

○ 西企営第１３１号（平成２７年２月３日）により届出した「情報通信機器等の設

置・サポートサービスの提供」に係る業務 

○ 西企営第１９号（平成２７年６月１日）により届出した「情報通信機器等の設置・

サポートサービス及びメール等送受信サービスの提供」に係る業務 

○ 西企営第２８号（平成２７年６月８日）により届出した「サーバ設備を利用した

アプリケーションサービス、ユーザデータの複製・保管サービス及びメール等送

受信サービスの提供」に係る業務 

○ 西企営第１１３号（平成２７年１２月１日）により届出した「情報通信機器等の

設置・サポートサービス、アプリケーションサービス、ユーザデータの複製・保

管サービス及びメール等送受信サービスの提供」に係る業務 

 

※西企画第８９号（平成１８年９月１日）により申請した「地域ＩＰ網経由のエンド

ユーザ間ＩＰｖ６通信に係る料金設定」については、フレッツ・ｖ６アプリの東西間

通信が平成２４年度末（平成２５年３月３１日）をもって終了したことから報告の対

象外とします。 
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１．ネットワークのオープン化１．ネットワークのオープン化１．ネットワークのオープン化１．ネットワークのオープン化             

 

（１）地域ＩＰ網の県間接続によるフレッツサービスの広域化 

本業務に係るネットワークのオープン化措置としては、「特別収容局ルータ接続

ルーティング伝送機能」、「ＩＰ通信網県間区間伝送機能」として、接続約款に定め

公表しております。（添付資料１、２） 

また、認可の際付された条件１に従い、本業務の実施にあたり、自ら構築した県

間伝送路に関する県間中継光ファイバの利用に係る提供条件等については、平成１

５年２月に公表し実施しているところですが、平成２７年度においては、新たな県

間中継光ファイバの提供区間の追加はありませんでした。（添付資料３） 

  

（２）ＩＰ電話サービスの県間伝送等料金設定 

本業務は他事業者との相互接続により、既存の中継系交換設備を用いて実現して

おり、そのオープン化措置としては、「中継交換機能」、「中継交換機回線対応部専

用機能」、「中継交換機回線対応部共用機能」、「関門交換機接続ルーティング伝送機

能」として、接続約款に定め公表しております。（添付資料４、５） 

なお、認可の際付された条件１・２に従い、以下の措置を講じております。 

① 他事業者設備のコロケーション手続きとの同等性の確保 

本サービスの提供に用いるメディアコンバータ等の設置については、他事業

者設備のコロケーション手続きと同等の手続きを実施することとしておりま

す。なお、その旨は接続約款にも定めております。（添付資料６） 

② 既存の番号ポータビリティの仕組みの活用 

利用者の電気通信番号について同番移行を行う場合は、他事業者に提供して

いる既存の番号ポータビリティと同様、接続約款に定める一般番号ポータビリ

ティの仕組みを用いて実施しております。（添付資料７） 

   

（３）固定電話発－０５０ＩＰ電話着の県間伝送料金設定 

本業務は他事業者との相互接続により、既存の中継系交換設備を用いて実現して

おり、そのオープン化措置としては、「中継交換機能」、「中継交換機回線対応部専

用機能」、「中継交換機回線対応部共用機能」として接続約款に定め公表しておりま

す。（添付資料４） 

 

（４）固定電話発－携帯電話着の県間伝送等料金設定及び固定電話発－ＰＨＳ着の県間

伝送等料金設定 

本業務は他事業者との相互接続により、既存の中継系交換設備及び端末系交換設

備を用いて実現しており、そのオープン化措置としては、「中継交換機能」、「中継

交換機回線対応部専用機能」、「中継交換機回線対応部共用機能」、「加入者交換機能」、

「携帯・自動車電話事業者特殊精算機能」、「加入者交換機回線対応部専用機能」、

「加入者交換機回線対応部共用機能」として接続約款に定め公表しております。（添
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付資料４、８） 

 

（５）兵庫県による情報通信基盤構築に係る行政区域－異行政区域間におけるイーサネ

ットインターフェース形式の回線サービスの提供 

 本業務は、自ら構築した既存の県間伝送路を利用しており、県間中継光ファイバ
の利用に係る提供条件等については、「(１) 地域ＩＰ網の県間接続によるフレッツ
サービスの広域化」に記載のとおり実施しております。 

 

（６）次世代ネットワークを利用したフレッツサービスの県間役務提供・料金設定、次

世代ネットワークを利用したＩＰ電話サービスの県間役務提供・料金設定、イー

サネットサービスの県間役務提供・料金設定及び多数の一般ユーザ向けにＩＰ通

信網サービス等を提供する電気通信事業者に対して卸電気通信役務を提供するた

めに、県間の役務提供及び他事業者の提供する電気通信役務に係るものも含めた

料金設定 

本業務の実施に係るネットワークのオープン化措置としては、「一般収容局ルー
タ接続ルーティング伝送機能」、「一般中継局ルータ接続ルーティング伝送機能」、
「中継交換機能」、「中継交換機回線対応部専用機能」、「中継交換機回線対応部共用
機能」、「関門交換機接続ルーティング伝送機能」、「ＩＰ通信網県間区間伝送機能」、
「イーサネットフレーム伝送機能」として接続約款に定め公表しております。（添
付資料２、４、５、９） 

次世代ネットワークにおけるＩＰｖ６インターネット接続については、提供機能

に係る接続料等の規定を接続約款に定め公表しております。（添付資料２、９） 

 

（７）行政区域－異行政区域間における映像通信網サービスの提供 

本業務の実施にあたり、自ら構築した県間伝送路に関する県間中継光ファイバの

利用に係る提供条件等については、「(１) 地域ＩＰ網の県間接続によるフレッツサ

ービスの広域化」に記載のとおり公表しております。 

    

（８）次世代ネットワークを利用したエンド－エンド通信の県間役務提供及び多数の一

般ユーザ向けにＩＰ通信網サービス等を提供する電気通信事業者に対して卸電気

通信役務を提供するために、県間の役務提供及び他事業者の提供する電気通信役務

に係るものも含めた料金設定 

本業務の実施に係るネットワークのオープン化措置としては、「一般収容局ルー

タ接続ルーティング伝送機能」、「ＩＰ通信網県間区間伝送機能」として接続約款に

定め公表しております。（添付資料２、９） 

 

（９）インターネット接続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービスの

提供 

本業務の実施に係るネットワークのオープン化措置としては、「特別収容局ルータ

接続ルーティング伝送機能」、「一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能」、「Ｉ

Ｐ通信網県間区間伝送機能」として接続約款に定め公表しております。（添付資料

１、２、９） 
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また、他事業者が市販で調達可能なルータ等の局内装置を用い当社と同様のネッ

トワークを構築しようとする際に、必要となる局舎コロケーション等の提供条件に

ついても、接続約款に定め公表しております。（添付資料６） 

 

（１０）インターネット接続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービス 

及びメール等送受信サービスの提供 

 本業務の実施に係るネットワークのオープン化措置としては、「特別収容局ルー

タ接続ルーティング伝送機能」、「一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能」、

「ＩＰ通信網県間区間伝送機能」として接続約款に定め公表しております。（添付

資料１、２、９） 

また、他事業者が市販で調達可能なルータ等の局内装置を用い当社と同様のネッ

トワークを構築しようとする際に、必要となる局舎コロケーション等の提供条件に

ついても、接続約款に定め公表しております。（添付資料６） 

 

（１１）インターネット接続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービス 

及びユーザデータの複製・保管サービスの提供 

 本業務の実施に係るネットワークのオープン化措置としては、「特別収容局ルータ

接続ルーティング伝送機能」、「一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能」、「Ｉ

Ｐ通信網県間区間伝送機能」として接続約款に定め公表しております。（添付資料１、

２、９） 

また、他事業者が市販で調達可能なルータ等の局内装置を用い当社と同様のネッ

トワークを構築しようとする際に、必要となる局舎コロケーション等の提供条件に

ついても、接続約款に定め公表しております。（添付資料６） 

 

（１２）当社のサーバ設備を利用した回線監視サービスの役務提供 

本業務の実施に係るネットワークのオープン化措置としては、「一般収容局ルータ

接続ルーティング伝送機能」、「一般中継局ルータ接続ルーティング伝送機能」、「中

継交換機能」、「中継交換機回線対応部専用機能」、「中継交換機回線対応部共用機能」、

「関門交換機接続ルーティング伝送機能」、「ＩＰ通信網県間区間伝送機能」として

接続約款に定め公表しております。（添付資料２、４、５、９） 

また、他事業者が市販で調達可能なルータ等の局内装置を用い当社と同様のネッ

トワークを構築しようとする際に、必要となる局舎コロケーション等の提供条件に

ついても、接続約款に定め公表しております。（添付資料６） 

 

（１３）情報通信機器等の設置・サポートサービスの提供 

本業務の実施に係るネットワークのオープン化措置としては、「特別収容局ルータ

接続ルーティング伝送機能」、「一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能」、「Ｉ

Ｐ通信網県間区間伝送機能」として接続約款に定め公表しております。（添付資料

１、２、９） 

また、他事業者が市販で調達可能なルータ等の局内装置を用い当社と同様のネッ
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トワークを構築しようとする際に、必要となる局舎コロケーション等の提供条件に

ついても、接続約款に定め公表しております。（添付資料６） 

 

（１４）情報通信機器等の設置・サポートサービス及びメール等送受信サービスの提供 

本業務の実施に係るネットワークのオープン化措置としては、「特別収容局ルータ

接続ルーティング伝送機能」、「一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能」、「Ｉ

Ｐ通信網県間区間伝送機能」として接続約款に定め公表しております。（添付資料

１、２、９） 

また、他事業者が市販で調達可能なルータ等の局内装置を用い当社と同様のネッ

トワークを構築しようとする際に、必要となる局舎コロケーション等の提供条件に

ついても、接続約款に定め公表しております。（添付資料６） 

 

（１５）サーバ設備を利用したアプリケーションサービス、ユーザデータの複製・保管

サービス及びメール等送受信サービスの提供 

本業務の実施に係るネットワークのオープン化措置としては、「特別収容局ルータ

接続ルーティング伝送機能」、「一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能」、「Ｉ

Ｐ通信網県間区間伝送機能」として接続約款に定め公表しております。（添付資料

１、２、９） 

また、他事業者が市販で調達可能なルータ等の局内装置を用い当社と同様のネッ

トワークを構築しようとする際に、必要となる局舎コロケーション等の提供条件に

ついても、接続約款に定め公表しております。（添付資料６） 

 

（１６）情報通信機器等の設置・サポートサービス、アプリケーションサービス、ユー

ザデータの複製・保管サービス及びメール等送受信サービスの提供 

本業務の実施に係るネットワークのオープン化措置としては、「特別収容局ルータ

接続ルーティング伝送機能」、「一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能」、「Ｉ

Ｐ通信網県間区間伝送機能」「イーサネットフレーム伝送機能」として接続約款に

定め公表しております。（添付資料１、２、９） 

また、他事業者が市販で調達可能なルータ等の局内装置を用い当社と同様のネッ

トワークを構築しようとする際に、必要となる局舎コロケーション等の提供条件に

ついても、接続約款に定め公表しております。（添付資料６） 
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２．ネットワーク情報の開示２．ネットワーク情報の開示２．ネットワーク情報の開示２．ネットワーク情報の開示 

 

(１) 地域ＩＰ網の県間接続によるフレッツサービスの広域化 

地域ＩＰ網との接続に必要なインターフェース条件については、本業務実施前の

インターフェース条件により接続可能であり、接続約款（技術的条件集）に定め公

表しております。（添付資料１０） 

また、県間中継光ファイバとの接続に必要なインターフェース条件については、

その条件を公表しております。（添付資料１１） 

 

（２）ＩＰ電話サービスの県間伝送等料金設定 

他事業者網との接続に必要な中継系交換設備のインターフェース条件については、

本業務実施前のインターフェース条件により接続可能であり、接続約款（技術的条

件集）に定め公表しております。（添付資料１２） 

 

（３）固定電話発－０５０ＩＰ電話着の県間伝送等料金設定 

他事業者網との接続に必要な中継系交換設備のインターフェース条件については、

本業務実施前のインターフェース条件により接続可能であり、接続約款（技術的条

件集）に定め公表しております。（添付資料１２） 

 

（４）固定電話発－携帯電話着の県間伝送等料金設定及び固定電話発－ＰＨＳ着の県間

伝送等料金設定 

他事業者網との接続に必要な中継系交換設備および端末系交換設備のインターフ

ェース条件については、本業務実施前のインターフェース条件により接続可能であ

り、接続約款（技術的条件集）に定め公表しております。（添付資料１２、１３） 

 

（５）兵庫県による情報通信基盤構築に係る行政区域－異行政区域間における   イー

サネットインターフェース形式の回線サービスの提供 

イーサネットインターフェース形式の回線サービスとの接続に必要なインター

フェース条件については、本業務実施前のインターフェース条件により接続可能で

あり、契約約款に定め公表しております。（添付資料１４） 

また、県間中継光ファイバとの接続に必要なインターフェース条件については、

「(１) 地域ＩＰ網の県間接続によるフレッツサービスの広域化」に記載のとおり

公表しております。 
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（６）次世代ネットワークを利用したフレッツサービスの県間役務提供・料金設定、次

世代ネットワークを利用したＩＰ電話サービスの県間役務提供・料金設定、イーサ

ネットサービスの県間役務提供・料金設定及び多数の一般ユーザ向けにＩＰ通信網

サービス等を提供する電気通信事業者に対して卸電気通信役務を提供するために、

県間の役務提供及び他事業者の提供する電気通信役務に係るものも含めた料金設

定 

本業務の実施にあたっては、接続に必要なインターフェース条件については、接

続約款（技術的条件集）ならびにＩＰ通信網サービス、音声利用ＩＰ通信網サービ

ス及びＬＡＮ型通信網サービスに係る技術参考資料に定め公表しております。（添

付資料１２、１５、１６、１７） 

 

（７）行政区域－異行政区域間における映像通信網サービスの提供 

本業務の実施にあたっては、接続に必要なインターフェース条件については、本

業務実施前のインターフェース条件により接続可能であり、技術参考資料として公

表しております。（添付資料１８） 

また、県間中継光ファイバとの接続に必要なインターフェース条件については、

その条件を公表しております。（添付資料１１） 

 

（８）次世代ネットワークを利用したエンド－エンド通信の県間役務提供及び多数の一

般ユーザ向けにＩＰ通信網サービス等を提供する電気通信事業者に対して卸電気

通信役務を提供するために、県間の役務提供及び他事業者の提供する電気通信役

務に係るものも含めた料金設定 

本業務の実施にあたっては、接続に必要となるインターフェース条件を、接続約

款（技術的条件集）に定め公表しております。（添付資料１５） 

 

（９）インターネット接続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービス 

の提供 

本業務の実施にあたっては、接続に必要となるインターフェース条件を、接続約

款（技術的条件集）に定め公表しております。 

（添付資料１０、１５） 

 

（１０）インターネット接続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービス 

及びメール等送受信サービスの提供 

本業務の実施にあたっては、接続に必要となるインターフェース条件を、接続約

款（技術的条件集）に定め公表しております。 

（添付資料１０、１５） 

 

（１１）インターネット接続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービス 

及びユーザデータの複製・保管サービスの提供 

本業務の実施にあたっては、接続に必要となるインターフェース条件を、接続約
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款（技術的条件集）に定め公表しております。 

（添付資料１０、１５） 

 

（１２）当社のサーバ設備を利用した回線監視サービスの提供 

 本業務の実施にあたっては、接続に必要となるインターフェース条件を、接続

約款（技術的条件集）に定め公表しております。（添付資料１０、１５） 

 

（１３）情報通信機器等の設置・サポートサービスの提供 

本業務の実施にあたっては、接続に必要となるインターフェース条件を、接続約

款（技術的条件集）に定め公表しております。 

（添付資料１０、１５） 

 

（１４）情報通信機器等の設置・サポートサービス及びメール等送受信サービスの提供 

本業務の実施にあたっては、接続に必要となるインターフェース条件を、接続約

款（技術的条件集）に定め公表しております。 

（添付資料１０、１５） 

 

（１５）サーバ設備を利用したアプリケーションサービス、ユーザデータの複製・保管

サービス及びメール等送受信サービスの提供 

本業務の実施にあたっては、接続に必要となるインターフェース条件を、接続約

款（技術的条件集）に定め公表しております。 

（添付資料１０、１５） 

 

（１６）情報通信機器等の設置・サポートサービス、アプリケーションサービス、ユー

ザデータの複製・保管サービス及びメール等送受信サービスの提供 

本業務の実施にあたっては、接続に必要となるインターフェース条件を、接続約

款（技術的条件集）に定め公表しております。 

（添付資料９、１０、１５） 
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３．必要不可欠な情報へのアクセスの同等性確保３．必要不可欠な情報へのアクセスの同等性確保３．必要不可欠な情報へのアクセスの同等性確保３．必要不可欠な情報へのアクセスの同等性確保    

    

当該業務と同様の業務を実施する又は実施しようとする際に必要不可欠な情報

へのアクセスについて、他事業者からの新たな要望はありませんでした。 

 なお、従来より当社の保有する光ファイバ及びコロケーションに関する情報開示

を実施しております。（添付資料１９） 

 

４．営業面でのファイアーウォール４．営業面でのファイアーウォール４．営業面でのファイアーウォール４．営業面でのファイアーウォール 

 

当社は従来から公正競争条件に十分配慮して事業活動を行ってきており、平成２

７年度においても以下のとおり実施しております。 

① 本社、事業部、支店において、設備部門と設備部門以外の組織は別々の組織

として設置しており、接続関連情報の目的外利用が行われないよう、本社から

の通達、社員用マニュアル、社員等に対する公正競争の確保等を内容とした集

合研修・ｅ－ラーニング等により徹底した指導を実施しております。（添付資

料２０） 

    また、電気通信事業法の改正（平成２３年１１月３０日施行）を踏まえ、禁

止行為規定遵守措置等報告書（平成２８年６月３０日）に記載のとおり、顧客

情報管理システムへの適正なアクセス権限の設定、社内規程・委託契約の整備

や運用ルールの見直し、監査・監督体制の強化等を通じ、情報セキュリティ及

び法令遵守の一層の徹底を図っており、その報告書の内容については公表され

ております。（添付資料２１） 

 

② 電話の業務で取得した顧客情報については、公正競争の確保及び顧客情報保

護の徹底を図るため、以下の内容について本社からの通達、社員用マニュアル、

社員等に対する公正競争の確保等を内容とした集合研修・ｅ－ラーニング等に

より徹底した指導を実施しております。（添付資料２０） 

ⅰ）お客様情報を他事業者と競合する業務に関し不適切に流用しないこと。 

ⅱ）出力した情報は使用後に廃棄処理すること。 

ⅲ）ＩＤ管理により顧客情報管理システムの操作が可能な社員を限定すること。

等 

 また、本業務の営業活動を子会社等に委託する場合にあたっては、自ら営業活

動を行う場合と同様に、当該子会社等を通じた営業活動においてもファイアーウ

ォールを確保するため、顧客情報等の厳格な取扱いについて指導しております。 
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５．不当な内部相互補助の防止（会計の分離等）及び収支状況５．不当な内部相互補助の防止（会計の分離等）及び収支状況５．不当な内部相互補助の防止（会計の分離等）及び収支状況５．不当な内部相互補助の防止（会計の分離等）及び収支状況        

    

当該業務に関する収支については、電気通信事業会計規則に準じた配賦計算を行う

ことにより、県内業務と会計を分計しており、当該業務との間のコスト配分について

は、電気通信事業会計規則に準じた費用配賦を行っております。（添付資料２２） 

 

当該業務に関する平成２７年度の収支状況は以下のとおりです。 

                              （単位：百万円） 

業務 営業収益 営業費用 営業利益 

（１）地域ＩＰ網の県間接続による

フレッツサービスの広域化 
２，３８６ １，４９７ ８８９ 

（２）ＩＰ電話サービスの県間伝送

等料金設定 
３，２２５ １，３８０ １，８４４ 

（３）固定電話発－０５０ＩＰ電話

着の県間伝送料金設定 
２７７ ２２０ ５６ 

（４）固定電話発－携帯電話着の県

間伝送料金設定※１ 
５８５ １９０ ３９４ 

（５）次世代ネットワークを利用し

たフレッツサービスの県間役務提

供・料金設定※２ 

６，７４８ ５，７９５ ９５２ 

（６）次世代ネットワークを利用し

たＩＰ電話サービスの県間役務提

供・料金設定※３ 

１１，７０５ ９，５２９ ２，１７６ 

（７）イーサネットサービスの県間

役務提供・料金設定 
２，０２７ ２，１２１ ▲９４ 

（８）行政区域－異行政区域間にお

ける映像通信網サービス 
０ ２ ▲１ 

（９）インターネット接続回線上の

サーバ設備を利用したアプリケーシ

ョンサービスの提供 

４３ ７４ ▲３０ 

（１０）インターネット接続回線上

のサーバ設備を利用したアプリケー

ションサービス及びメール等送受信

サービスの提供 

１ １２ ▲１１ 

（１１）インターネット接続回線上

のサーバ設備を利用したアプリケー

ションサービス及びユーザデータの

複製・保管サービスの提供 

２４ １３６ ▲１１２ 
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（１２）当社のサーバ設備を利用し

た回線監視サービスの役務提供 
０ １１６ ▲１１６ 

（１３）情報通信機器等の設置・サ

ポートサービスの提供 
３０ ４５ ▲１５ 

（１４）情報通信機器等の設置・サ

ポートサービス及びメール等送受信

サービスの提供 

１，１８９ ６５９ ５３０ 

（１５）サーバ設備を利用したアプ

リケーションサービス、ユーザデー

タの複製・保管サービス及びメール

等送受信サービスの提供 

０ ９ ▲９ 

（１６）情報通信機器等の設置・サ

ポートサービス、アプリケーション

サービス、ユーザデータの複製・保

管サービス及びメール等送受信サー

ビスの提供 

０ １ ▲１ 

※１ 固定電話発ＰＨＳ着の県間伝送等料金設定を含みます。 

※２ 次世代ネットワークを利用したエンド－エンド通信の県間役務提供、多数の

一般ユーザ向けにＩＰ通信網サービス等を提供する電気通信事業者に対して

卸電気通信役務を提供するために、県間の役務提供及び他事業者の提供する

電気通信役務に係るものも含めた料金設定を含みます。 

※３ 多数の一般ユーザ向けにＩＰ通信網サービス等を提供する電気通信事業者に

対して卸電気通信役務を提供するために、県間の役務提供及び他事業者の提

供する電気通信役務に係るものも含めた料金設定を含みます。 

 

また、当該業務の利用者料金に関しては、ネットワークコスト及び営業費（顧客

獲得に要する費用を除く）の合計額を上回るよう設定しております。 
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６．関連事業者の公平な取扱い６．関連事業者の公平な取扱い６．関連事業者の公平な取扱い６．関連事業者の公平な取扱い        

 

（１）地域ＩＰ網の県間接続によるフレッツサービスの広域化 

他事業者との接続に関する接続条件については、接続約款に定め公表しておりま

す。（添付資料１、２） 

 なお、平成２７年度において県間伝送路の新たな調達はありませんでした。 

    

（２）ＩＰ電話サービスの県間伝送等料金設定 

   他事業者との相互接続に関する接続条件については、接続約款に定め公表してお

ります。（添付資料４、５） 

 なお、平成２７年度において県間伝送路の新たな調達はありませんでした。 

 

（３）固定電話発－０５０ＩＰ電話着の県間伝送料金設定 

他事業者との相互接続に関する接続条件については、接続約款に定め公表してお

ります。（添付資料４） 

 

（４）固定電話発－携帯電話着の県間伝送等料金設定及び固定電話発－ＰＨＳ着の県間

伝送等料金設定 

他事業者との相互接続に関する接続条件については、接続約款に定め公表してお

ります。（添付資料４、８） 

 

（５）兵庫県による情報通信基盤構築に係る行政区域－異行政区域間におけるイーサネ

ットインターフェース形式の回線サービスの提供 

本業務の実施に係る県間伝送路の構築については、当社自ら実施するものであり、

関連事業者を取扱う機会はありませんでした。    

    なお、自ら構築した県間伝送路に関する県間中継光ファイバの利用に係る関連事

業者の取扱いについては、「１．ネットワークのオープン化」等に記載のとおり、

公平性・透明性を確保しております。    

    

（６）次世代ネットワークを利用したフレッツサービスの県間役務提供・料金設定、次

世代ネットワークを利用したＩＰ電話サービスの県間役務提供・料金設定、イーサ

ネットサービスの県間役務提供・料金設定及び多数の一般ユーザ向けにＩＰ通信網

サービス等を提供する電気通信事業者に対して卸電気通信役務を提供するために、

県間の役務提供及び他事業者の提供する電気通信役務に係るものも含めた料金設

定 

他事業者との相互接続に関する接続条件については、接続約款に定め公表してお

ります。（添付資料２、４、５、９） 

 また、次世代ネットワークを利用したフレッツサービス及びＩＰ電話サービスの

東西間伝送路及び県間伝送路、並びにイーサネットサービスの東西間伝送路及び県
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間伝送路の提供事業者の再選定手続きについては、公平性・透明性に十分留意し、

具体的には以下のとおり実施しております。 

 

①次世代ネットワークを利用したイーサネットサービスの提供に関わるＮＴＴ西

日本とＮＴＴ東日本の提供エリア間を接続する県間伝送路 

  Ａ） 平成２７年３月２７日：募集を案内 

        事業者に対し、募集内容を案内。 

  Ｂ） 平成２７年４月２７日：応募意思表示締切 

     １社から意志表示あり。 

  Ｃ） 平成２７年６月３日：選定結果通知 

     応募事業者に対し選定結果を通知。 

  

②次世代ネットワークを利用したイーサネットサービスの提供に関わる西日本エ

リア内の県間伝送路 

  Ａ） 平成２７年４月３０日：募集を案内 

         事業者に対し、募集内容を案内。  

  Ｂ） 平成２７年６月５日：応募意思表示締切 

     １社から意志表示あり。 

  Ｃ） 平成２７年６月３０日：選定結果通知 

         応募事業者に対し選定結果を通知。 

 

③次世代ネットワークを利用したフレッツサービスおよびＩＰ電話サービスの提

供に関わるＮＴＴ西日本とＮＴＴ東日本の提供エリア間を接続する県間伝送

路 

Ａ） 平成２７年１２月２５日：募集を案内 

         事業者に対し、募集内容を案内。  

  Ｂ） 平成２８年２月１９日：応募意思表示締切 

     ３社から意志表示あり。 

  Ｃ） 平成２８年３月１５日：選定結果通知 

         応募事業者に対し選定結果を通知。 

 

④次世代ネットワークを利用したフレッツサービスおよびＩＰ電話サービスの提

供に関わる西日本エリア内の県間伝送路 

Ａ） 平成２７年１２月２５日：募集を案内 

         事業者に対し、募集内容を案内。  

  Ｂ） 平成２８年２月１９日：応募意思表示締切 

     ３社から意志表示あり。 

  Ｃ） 平成２８年３月１５日：選定結果通知 

         応募事業者に対し選定結果を通知。 
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（７）行政区域－異行政区域間における映像通信網サービス 

本業務の実施に係る県間伝送路の構築については、当社自ら実施するものであり、

関連事業者を取扱う機会はありませんでした。 

 なお、自ら構築した県間伝送路に関する県間中継光ファイバの利用に係る関連事

業者の取扱いについては、「１．ネットワークのオープン化」等に記載のとおり、

公平性・透明性を確保しております。 

 

（８）次世代ネットワークを利用したエンド－エンド通信の県間役務提供及び多数の一

般ユーザ向けにＩＰ通信網サービス等を提供する電気通信事業者に対して卸電気

通信役務を提供するために、県間の役務提供及び他事業者の提供する電気通信役

務に係るものも含めた料金設定 

次世代ネットワークを利用したエンド－エンド通信の県間役務提供については、

次世代ネットワークを利用したフレッツサービスと同様の設備を利用しておりま

す。 

 なお、他事業者との相互接続に関する接続条件については、接続約款に定め公表

しております。（添付資料２、９） 

 

（９）インターネット接続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービス 

の提供 

他事業者との相互接続に関する接続条件については、接続約款に定め公表してお

ります。（添付資料１、２、９） 

なお、平成２７年度において県間伝送路の新たな調達はありませんでした。 

 

（１０）インターネット接続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービス

及びメール等送受信サービスの提供 

 

インターネット接続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービス

及びメール等送受信サービスの提供については、インターネット接続回線上のサー

バ設備を利用したアプリケーションサービスと同様の設備を利用しております。 

 なお、他事業者との相互接続に関する接続条件については、接続約款に定め公表

しております。（添付資料１、２、９） 

 

（１１）インターネット接続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービス

及びユーザデータの複製・保管サービスの提供 

他事業者との相互接続に関する接続条件については、接続約款に定め公表してお

ります。（添付資料１、２、９） 

  

（１２）当社サーバ設備を利用した回線監視サービスの提供 

他事業者との接続に関する接続条件については、接続約款に定め公表しておりま
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す。（添付資料１、２） 

なお、平成２７年度において県間伝送路の新たな調達はありませんでした。 

 

（１３）情報通信機器等の設置・サポートサービスの提供 

情報通信機器等の設置・サポートサービスの提供については、インターネット接

続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービスと同様の設備を利用

しております。 

なお、他事業者との相互接続に関する接続条件については、接続約款に定め公表

しております。（添付資料１、２、９） 

 

（１４）情報通信機器等の設置・サポートサービス及びメール等送受信サービスの提供 

情報通信機器等の設置・サポートサービスの提供については、インターネット接

続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービスと同様の設備を利用

しております。 

なお、他事業者との相互接続に関する接続条件については、接続約款に定め公表

しております。（添付資料１、２、９） 

 

（１５）サーバ設備を利用したアプリケーションサービス、ユーザデータの複製・保管

サービス及びメール等送受信サービスの提供 

他事業者との相互接続に関する接続条件については、接続約款に定め公表してお

ります。（添付資料１、２、９） 

 なお、当該サーバ設備とインターネットとの間の通信を可能にするために他の電

気通信事業者との合意に基づき、インターネット接続回線区間及び東西間伝送路の

提供事業者の選定手続きについては、公平性・透明性に十分に留意し、具体的には

以下のとおり実施しております。 

 

①インターネット接続回線区間の提供事業者の選定手続き 

Ａ）平成２６年１２月２６日：募集を案内 

事業者に対し、募集内容を案内。 

Ｂ）平成２７年１月２６日：応募意思表示締切 

３社からの意思表示あり。 

Ｃ）平成２７年２月１２日：選定結果通知 

応募事業者に対し選定結果を通知。 

 

②東西間接続回線の提供事業者の選定手続き 

Ａ）平成２６年１２月２６日：募集を案内 

事業者に対し、募集内容を案内。 

Ｂ）平成２７年１月２６日：応募意思表示締切 

３社からの意思表示あり。 

Ｃ）平成２７年２月１２日：選定結果通知 
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応募事業者に対し選定結果を通知。 

 

（１６）情報通信機器等の設置・サポートサービス、アプリケーションサービス、ユー

ザデータの複製・保管サービス及びメール等送受信サービスの提供 

情報通信機器等の設置・サポートサービスの提供については、インターネット接

続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービスと同様の設備を利用

しております。 

なお、他事業者との相互接続に関する接続条件については、接続約款に定め公表

しております。（添付資料１、２、９）    
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７．多数の一般ユーザ向けにサービスを提供する電気通信事業者に対する卸電気通信役７．多数の一般ユーザ向けにサービスを提供する電気通信事業者に対する卸電気通信役７．多数の一般ユーザ向けにサービスを提供する電気通信事業者に対する卸電気通信役７．多数の一般ユーザ向けにサービスを提供する電気通信事業者に対する卸電気通信役

務の提供における適正性・公平性・一定の透明性の確保務の提供における適正性・公平性・一定の透明性の確保務の提供における適正性・公平性・一定の透明性の確保務の提供における適正性・公平性・一定の透明性の確保 

 

（１） 多数の一般ユーザ向けにＩＰ通信網サービス等を提供する電気通信事業者に対して

卸電気通信役務を提供するために、県間の役務提供及び他事業者の提供する電気通

信役務に係るものも含めた料金設定 

 

 

本業務における卸電気通信役務の提供にあたり、当社は電気通信事業法、「ＮＴＴ東

西のＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関す

るガイドライン」（平成 27 年２月 27 日公表、以下「サービス卸ガイドライン」という）等を踏

まえた対応をしております。 

 また、当該卸電気通信役務の料金その他の提供条件について、適正性及び公平性

を確保すること、一定の透明性を確保すること等のため、総務省から当社に要請されて

いる「ＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務の提供に関して対応及び報告すべき

事項について（総基事第 12 号平成 27 年２月 27 日）」を受けて、「サービス卸ガイドライン

等を踏まえた対応」、「サービス卸の提供条件の公平性、適正性及び透明性の確保」、

「サービス卸に係る市場動向の把握・検証」に関する対応および総務省への報告を行っ

ております。 
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８８８８．利用状況．利用状況．利用状況．利用状況            

本業務に関する平成２７年度末現在の契約数等の状況は以下のとおりです。 

 

（１）地域ＩＰ網の県間接続によるフレッツサービスの広域化 

 

 
フレッツ・オフィス  

ワイド １２８ 

フレッツ・オフィス  

ワイド１５００ 

フレッツ・オフィス  

ワイド ＡＴＭ 

契約数 3 21 0 
 

 
フレッツ・オフィス  

ワイド イーサネット 

フレッツ・オフィス  

ワイド ギガビットイーサ 

契約数 39 1 
 

 
フレッツ・ 

グループ 

フレッツ・ 

v６キャスト 

契約数 19,972 9 
 

 ＩＰ通信網県間区間伝送機能 
 

 県間中継光ファイバの提供 

契約数 64 芯線数 191 

（注 1）フレッツ・グループ、フレッツ・ｖ６キャストの各サービスについては、

県内・県間利用の区分はありません。 

（注 2）フレッツ・オフィス ワイドの品目別の詳細については（添付資料２３）の

とおりです。 

（注 3）ＩＰ通信網県間区間伝送機能については、地域ＩＰ網、次世代ネットワー

クに接続する総数です。 

 

（２）ＩＰ電話サービスの県間伝送等料金設定 

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

 通信回数（千回） 通信量（千時間） 平均通信量（秒） 

利用状況 236,783 7,778 118 

 

（３） 固定電話発－０５０ＩＰ電話着の県間伝送料金設定 

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

 通信回数（千回） 通信量（千時間） 平均通信量（秒） 

利用状況 37,976 1,477 140 

 

（４） 固定電話発－携帯電話着の県間伝送料金設定及び固定電話発－ＰＨＳ着の県間

伝送料金設定 

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

 通信回数（千回） 通信量（千時間） 平均通信量（秒） 

利用状況 21,382 677 114 
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（５）兵庫県による情報通信基盤構築に係る行政区域－異行政区域間におけるイーサネ

ットインターフェース形式の回線サービスの提供  

 

兵庫県による情報通信基盤構築に係る行政区域－異行政区域間におけるイーサ

ネットインターフェース形式の回線サービスについては、平成２７年度末現在、兵

庫県様にご利用いただいております。 

 

（６）次世代ネットワークを利用したフレッツサービスの県間役務提供・料金設定 
 

 フレッツ・ＶＰＮゲート フレッツ・ＶＰＮワイド 

契約数 192 155,338 

    
 

 フレッツ・キャスト 

ベストエフォート型 帯域確保型 

契約数 30 0 
 

 地上デジタル放送ＩＰ再送信 

事業者向けサービス 

契約数 10 

（注）フレッツ・ＶＰＮゲート、フレッツ・ＶＰＮワイド、フレッツ・キャスト、

地上デジタル放送ＩＰ再送信事業者向けサービスの各サービスについては、

県内・県間利用の区分はありません。 

 

 

（７）次世代ネットワークを利用したＩＰ電話サービスの県間役務提供・料金設定※ 

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

 通信回数（千回） 通信量（千時間） 平均通信量（秒） 

利用状況 949,085 29,893 113 

（注）多数の一般ユーザ向けにＩＰ通信網サービス等を提供する電気通信事業者に

対して卸電気通信役務を提供するために、県間の役務提供及び他事業者の提

供する電気通信役務に係るものも含めた料金設定を含みます。 

 

（８）イーサネットサービスの県間役務提供・料金設定 

 

 ビジネスイーサワイド 

契約数 1,922 

（注）ビジネスイーサワイドについては、県内通信のみを行う契約数も含んでいま

す。 
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（９）行政区域－異行政区域間における映像通信網サービス 

 

 第 1種映像伝送サービス フレッツ・テレビ 

契約数 2 8,313 

 

（１０）次世代ネットワークを利用したエンド－エンド通信の県間役務提供※ 

 

 フレッツｖ６オプション 

契約数 830,424 

（注）多数の一般ユーザ向けにＩＰ通信網サービス等を提供する電気通信事業者に

対して卸電気通信役務を提供するために、県間の役務提供及び他事業者の提

供する電気通信役務に係るものも含めた料金設定を含みます。 

 

（１１）インターネット接続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービス

の提供 

 
 セキュリティ機能見張り番 

契約数 26,034 

（注）フレッツ・エコめがねは平成 27 年 6 月末でサービス終了しています。 

 

 

（１２）インターネット接続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービス 

及びメール等送受信サービスの提供 

 

 フレッツ de ALSOK 

契約数 219 

（注）ゆるコミは平成 28 年 3 月末でサービス終了しています。 

 

（１３）インターネット接続回線上のサーバ設備を利用したアプリケーションサービス

及びユーザデータの複製・保管サービスの提供 

 

 思い出アルバム on フレッツ   フレッツ・あずけ～る 

契約数 234 
 

契約数 660,539 
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（１４）当社のサーバ設備を利用した回線監視サービスの提供 

 

 光回線監視サービス 

契約数 0 

 

（１５）情報通信機器等の設置・サポートサービスの提供 

 

 

 

   

（１６）情報通信機器等の設置・サポートサービス及びメール等送受信サービスの提供 

 

 光 BOX＋画面カスタマイズ   UTM 設置サポートサービス 

契約数 3,713 
 

契約数 1,861 

 

（１７）サーバ設備を利用したアプリケーションサービス、ユーザデータの複製・保管

サービス及びメール等送受信サービスの提供 

 

 

 

 

（１８）情報通信機器等の設置・サポートサービス、アプリケーションサービス、ユー

ザデータの複製・保管サービス及びメール等送受信サービスの提供 

 

 

 

 

 

以上 

 スマート光ビジネス Wi-Fi 

契約数 1,130 

 スマート光ビジネス UC 

契約数 212 

 証明書発行サービス 

契約数 0 



添付資料一覧 

 

添付資料№ 資 料 項 目  

1 
「地域ＩＰ網とＩＳＰ事業者網との接続に関する接続条件」関連接

続約款規定（抜粋） 
Pdf 

2 「ＩＰ通信網県間区間伝送機能」関連接続約款規定（抜粋） Pdf 

3 ｢県間中継光ファイバ設備に関する情報｣（区間追加情報） Pdf 

4 「中継系交換機能」関連接続約款規定（抜粋） Pdf 

5 「音声利用ＩＰ通信網サービス」関連接続約款規定（抜粋） Pdf 

6 「コロケーション」関連接続約款規定（抜粋） Pdf 

7 「一般番号ポータビリティ実現機能」関連接続約款規定（抜粋） Pdf 

8 「端末系交換機能」関連接続約款規定（抜粋） Pdf 

9 
「次世代ネットワークと他事業者網との接続に関する接続条件」関

連接続約款規定（抜粋） 
Pdf 

10 
「地域ＩＰ網との接続に必要なインタフェース条件」接続約款技術

的条件集（抜粋） 
Pdf 

11 
「県間中継光ファイバとの接続に必要なインタフェース条件」接続

協定規定（抜粋） 
Pdf 

12 
「他事業者網との接続に必要な中継交換設備ｲﾝﾀﾌｪｰｽ条件」接続約款

技術的条件集（抜粋） 
Pdf 

13 
「他事業者網との接続に必要な加入者交換設備ｲﾝﾀﾌｪｰｽ条件」接続約

款技術的条件集（抜粋） 
Pdf 

14 
「ｲｰｻﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ形式の回線ｻｰﾋﾞｽとの接続に必要なｲﾝﾀﾌｪｰｽ条件」

専用ｻｰﾋﾞｽ契約約款（抜粋） 
Pdf 

15 
「次世代ネットワークとの接続に必要なインタフェース条件」接続

約款技術的条件集（抜粋）（ＩＰ通信網） 
Pdf 

16 
「次世代ネットワークとの接続に必要なインタフェース条件」接続

約款技術的条件集（抜粋）（ＬＡＮ型通信網） 
Pdf 

17 ① 
技術参考資料 _IP 通信網サービスのインタフェース  ＜光ネクス

ト、光ライト編＞第 19版 
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